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東アジアの安全保障と多国間協力

～ＡＲＦの意義と今後の課題～

第一特別調査室 松井 一 彦
まつい かずひこ

【 】要 旨

・安全保障環境が依然として不安定・不透明である東アジアには、安全保障システ

ムとしては米国との二国間同盟網しかなく、近年、その機能が変化しつつあると

の見方があるものの、いまだに全域的な多国間安全保障システムは存在していな

い。

・ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）は、1994年の創設からすでに10年以上が経

、 。 、 、過し 着実に発展している しかし その機能はまだ信頼醸成の域を出ておらず

予防外交や紛争の解決においては十分な成果を上げていない。

・困難なイラク・中東問題を抱える米国は、ＡＲＦに国務長官が参加しないなどＡ

ＲＦに対する関心と熱意を欠いている。

・ＡＲＦが今後も発展し、東アジアに重層的な安全保障の枠組みが構築されるため

には、ＡＲＦが討議の場を越えて、予防外交などに関して具体的な安全保障の分

野において成果を上げていくことが重要である。

１．はじめに
東アジアには北朝鮮による核などの大量破壊兵器開発問題、台湾海峡の緊張、領土問

題など、我が国及び地域全体の安全保障にかかわる諸問題が山積している。また、域内

の多くの国は、伝統的な国家観及び安全保障観を有し、軍備の近代化に努めている。と

りわけ、経済成長著しい中国の軍事力の増強には多くの国が注目している。このほか、

。 、東アジアにはテロ組織の活動や海賊など国境を越えた安全保障問題もある このように

東アジアの安全保障環境は全体として不安定・不透明である。

ハブ・アンド・スポー他方、現在、東アジアの安全保障の枠組みとしては、基本的に

と呼ばれる、米国との間の二国間安全保障条約網しかなく、多国間の安全保障の枠クス

組みは存在していない。この米国との二国間安全保障条約網は、外からの直接的・間接

的脅威に対し、米国とその同盟国が合同で対処することを狙いとするものである。その

有効性は、米国の強大な軍事力と東アジアに対する同国のコミットメントに依拠するも

ので、それが現実に機能するかどうかは、ひとえに米国の能力と意思にかかっている。

米国は、現在、泥沼化するイラクを始めとする中東問題に掛かり切りになっており、

東アジアの安全保障問題に率先して取り組む余裕は感じられない。今後、イラクの民主

化が進み、中東情勢が改善していけば、米国は東アジアに対するコミットメントを強め
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るであろう。もしそうでなければ、これを補完する何らかの安全保障システム・枠組み

を構築することが必要になろう。

ＡＳＥＡＮ地域フ1994年にＡＳＥＡＮによって、東アジアの安全保障協議の場として

（ . 以下「ＡＲＦ」という ）が創設された。ＡＲＦは90ォーラム ASEAN Regional Forum 。

年代を通じ、地域の安全保障に関する議論の中で、限定的かつ消極的な評価を受けてい

た。しかし、90年代と今日とでは東アジアの情勢や安全保障環境にも違いがみられるほ1

、 、 。 、か ＡＲＦ自身も既に創設から10年以上が経過し 変化してきている 以上にかんがみ

本稿では、東アジアにおける安全保障環境、安全保障システム及びＡＲＦの創設後の動

き等を踏まえながら、今日、ＡＲＦが東アジアの安全保障において持つ意義、役割及び

今後の課題について考察してみたい。

２．東アジアにおける安全保障環境
（１）冷戦期から今日までの流れ

［東アジアの特色]

本稿では、我が国の位置する北東アジア、ＡＳＥＡＮ諸国等から成る東南アジア、さ

らにはオーストラリア等から成るオセアニアを含めた地域を「東アジア」と呼ぶことと

する。東アジアは、世界の他の地域が比較的まとまっているのに比べ、政治体制、経済

発展段階、民族、宗教、文化、言語、社会構造など様々な分野において非常に多様性に

富んでいる。そのため、東南アジアの10か国で構成されるＡＳＥＡＮを除き、地域とし

ての一体感や国民間の連帯感は希薄であり、諸国民の間にコミュニティ意識は芽生えて

いない。

[冷戦期]

冷戦期においては、世界規模での権力構造が地域のそれをも支配していた。欧州では

米ソ両超大国を中心とする東西両陣営が対峙するという二極の安全保障構造が形成され

た。これに対し、東アジアでも50年代までは東西両陣営の対立の構図が明白であった。

しかし、50年代後半に中ソ対立が顕在化したため、それまでの二極構造の下部構造とし

て、米国、ソ連及び中国の３か国によるサブリージョナル（亜地域的）な安全保障構造

が形成された。冷戦期を通じて地域安定化の維持のために中心的な役割を果たしてきた

のは、米国とアジア諸国との間の安全保障条約とそれに基づく米軍のプレゼンスであっ

た。

[ポスト冷戦期]

89年に東西冷戦体制が終えんを迎え、91年にソ連も崩壊したが、その後今日まで圧倒

的な力を有する米国に対抗する国は出現しておらず、軍事的には依然として米国による

一極構造が続いている。他方で、中国は高い経済成長を背景に、この19年間で国防費を

16倍にも増額するなど軍事力の近代化を進めており、今後も同国の軍事力が大きく増大2

し続けることがあれば、東アジアの軍事バランスにも影響が及びかねない。

また、経済面では中国を始め著しい経済発展を遂げる国も現れており、東アジア経済

に対する米国の影響力は相対的に低下しつつある。このように、近年、東アジアにおけ
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る米国の影響力に陰りがみられるものの、冷戦終えん後今日に至るまで、東アジアの安

全保障環境は大きくは変化しておらず、今日なお不安定かつ不透明である。事実、この

地域には冷戦対立の残しとも言うべき対立構造が存在しており、何らかの事件等をきっ

かけにその対立が関係国・地域間の武力衝突を招きかねない。このように、東アジアに

はその基本的な国際構造に起因する様々な国際紛争の火種が存在する一方で、この10年

。 、間にテロなど以前には見られなかった新たな安全保障問題が顕在化しつつある 加えて

全体として高い成長を持続させている東アジアでは、近年、域内諸国間の経済相互依存

関係の深まりを背景に経済連携が進んでいるが、他方で、環境、資源エネルギーなどの

国境を越え、一国だけでは対処できないような諸課題も生まれてきている。

（２）今日の安全保障環境

[二国間安全保障体制網]

第二次大戦後、東アジアの安全保障は、ハブ・アンド・スポークスと呼ばれる、米国

とそのアジアにおける同盟国との間の二国間安全保障体制網に大きく依存してきた。今

日においてもその状況に大きな変化は見られない。この点は、欧州において既に冷戦時

代から などの を補完する多国間安全保障協欧州安全保障協力機構（ＯＳＣＥ） ＮＡＴＯ

力機構が創設され、今日では、重層的な地域安全保障構造が形成されていることと大き

く異なっている。そのような中で、ある専門家は、90年代と異なり、米ブッシュ政権下

で進められている軍事戦略及び米軍のトランスフォーメーション等によって、米国との

二国間安全保障体制網は紛争・危機対処から地域安定化へとその機能を変えつつあると

指摘している。それは、言い換えれば、二国間安全保障体制網が「地域の公共財」とな3

りうるというものであるが、アジアの主要国のもつ国家観や安全保障観から見て、必ず

しもそれが正しいとは言い切れないであろう。

[二国間安全保障体制網のジレンマ]

この二国間安全保障体制網の中で中心的な存在が日米同盟及びそれに基づく在日米軍

のプレゼンスである。しかし、90年代と異なり、今日、中国の急速な台頭と米中両国の

経済相互依存の高まりによって米中関係が質的に変化し、さらにそれによって日米の同

盟関係が弱体化するなどの影響が生ずるおそれがあると指摘されている。他方、米中の4

価値観の相違から、米国はむしろ中国の台頭を警戒しており、日本等との同盟関係を強

化し、中国と対抗する可能性もあるとの見方もある。5

また、米軍再編等による日米同盟の強化が我が国の安全保障に与える影響について、

専門家からは、それによってかえって日本が米国の紛争に巻き込まれる危険が高まって

しまう、もし米国が紛争対処に成功しなかった場合、それによって日本の安全保障も危

うくなるという と、日米同盟の強化が中国を刺激し、同国の軍備増強に同盟のジレンマ

拍車をかける結果となってしまうという の二点を考慮すべきである安全保障のジレンマ

と指摘されている。6

[二国間安全保障体制網の限界]

米国との二国間安全保障体制網の機能が今日、地域安定化の方向へと変化しているか
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どうかは子細に検証する必要があるが、それは本質的に参加している国と参加していな

い国とを明確に区別するものであり、前述のようなジレンマを基本的に内包している。

米国の軍事力が圧倒的であり、危機の場合にそれが十分に機能すれば、自国の安全は高

まるが、もしそうでなければ、かえって安全保障が不確実なものとなるおそれがある。

東アジアの安全保障環境がますます不透明・不確実なものになってきている今日、東ア

ジアにおいて米国との二国間安全保障体制網だけで十分であると断定でき難くなりつつ

ある。事実、90年代から官民それぞれにおいて様々な多国間安全保障協力構想が提示さ

れ、一部は既に実現している。しかし一方で、東アジアにおける多国間安全保障協力体

制の展望は不透明であるとの専門家からの指摘もある。7

３．東アジアにおける安全保障システム
（１）基本的安全保障システムと多国間安全保障システム

(a)基本的安全保障システム

東アジアには現在どのような安全保障システムがあるのか。基本的安全保障システム

は、国力の程度、国家の行動を規制する国際法の存在などから見て、大きく「覇権シス

テム 「勢力均衡システム 「集団安全保障システム」に分けられる（表１参照）。」、 」、 8

（表１）

覇権システム 勢力均衡システム 集団安全保障システム種類

圧倒的なパワーを持 各国のパワーが均衡して 各国のパワーの大小に関
特徴 つ国家の存在 いる 係なく、集団による安全

保障の意思がある

圧倒的に軍事力に依 軍事力、次いで経済力に 軍事力、次いで経済力にパワー

拠 依拠 依拠

圧倒的なパワーを持 ・一強国に対し複数の国 内部の他国に武力を行使
つ国主導による同盟 家が対抗する場合 した国に対して、残りの

形態 ・複数の国家が合同で対 国が共同で制裁を加える
処又は連合が対抗する ことに同意
場合

圧倒的パワーを持つ 各国間の関係は対立・非 各国間の関係はより協力各国間

国には従順。それ以 協調的 ・協調的関係

外の国の関係は非協
調的

（注）筆者作成

は、パワーの突出した国家が存在すること、その国家が覇権国として国覇権システム

際システム全体を管理し、覇権国を中心とする国際秩序を維持することを他の国々が認
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めている場合に成立するシステムである。このシステムにおけるパワーとは軍事力を指

し、したがって 「覇権システム」は軍事力の突出した国家を中心に成立するシステムで、

ある。このシステムにおけるパワーとは軍事力を指し、したがって 「覇権システム」は、

軍事力の突出した国家を中心に成立するシステムである。

また、 は、パワーの突出した国家が存在せず、２か国又はそれ以上勢力均衡システム

の国家又は国家群の間においては、常に両者のパワーが均衡するような行動がとられる

ことを言う。このシステムの下では、一強国に対し、複数の国家が対抗する場合、複数

の国家から成る同盟又は連合が対抗する場合など幾つかの形態がある。いずれにせよ、

このシステムの下では、各国は安全保障上パワーが極めて重要であると認識し、少しで

も相手側より優位に立つべくパワーの増強に努めようとするインセンティブが働く。こ

のため、各国間関係は協調・協力的というよりむしろ対立・非協力的である。

これに対し、 では、各国は一国ではなく集団で安全を保障しよ集団安全保障システム

うという意思があり、不当に武力を行使した国に対しては、残りの国が共同で制裁を加

えることに同意するものである。したがって、このシステムの下では、各国間の関係は

より協調・協力的である。

(b)多国間の安全保障システム

、 、次に多国間の安全保障システムは 潜在的脅威がシステムの内部に存在するかどうか

また、安全保障上の脅威や危険が発生した場合にそれに軍事力等によって対処するかど

うかによって、４つに区分することができる（表２参照 。）

（表２）

《紛争・危機対応型》 《紛争・危機予防型》

同盟・集団的 集団安全保障 協調的（協力 戦略的パートナ種 類
自衛 的）安全保障 ーシップ

協 調

脅威・危
険の場所 システムの外 システムの内 システムの外

脅威・危 発生しないよ 発生しないよう
険の予防 （地域安定化 （地域安定化 うに、複数の に、複数の国の
方法 機能） 機能） 国が様々な手 間で戦略関係を

段により共同 締結
で対処

脅威・危 軍事力等で共 軍事力等で共同
険への対 同対処 対処 特になし 特になし
処方法

（注）筆者作成
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「紛争・危機対応型」のものとしては、 及び がある。同盟・集団的自衛 集団安全保障

集脅威や危険がシステムの外にあり、それが発生した後に軍事力等で対処する場合を

又は という。また、脅威や危険がシステムの内部にあり、紛争や危機が発団的自衛 同盟

生した場合に、システム内部の国が共同でこれに対処する場合を という。集団安全保障

戦略的パートナーシップ 協調これに対し 「紛争・危機予防型」のものとしては、 及び、

がある。脅威や危険がシステムの外にあり、それらが発生しない的（協力的）安全保障

ように、複数の国の間で戦略関係を結ぶことを という。また、戦略的パートナーシップ

脅威や危険がシステムの内部にあるが、それらが発生しないように、システム内部の国

々が共同で措置を採る場合を という。協調的（協力的）安全保障

なお 「協調的（協力的）安全保障」は様々な定義付けが可能であるが、一般的には、、

「不特定の、分散した脅威を内部化しつつ、それが顕在的な脅威や武力衝突にならない

よう予防するのを旨とし、さらに紛争の平和的な解決を図り、また不幸にして武力衝突

となった場合でも、あらかじめその被害を最小にとどめることを図る枠組みを作ろうと

するものである」と定義される。具体的には、信頼醸成措置や経済、人権分野における

協力を通じた良好な安全保障環境の醸成措置など、現在、ＯＳＣＥにおいて採られてい

る様々な措置を指すものであるが、ここでは、より広く「紛争が顕在化しないように、

各国が外交的手段を用いて相互の信頼感を高めること」と定義する。

なお、上の４つの区分のほかに、 ( )がある。ある専門家は 「協調」につい協調 concert 、

て 「主要なアクターによって受け入れられ、またそこに適用できる一般的な行為規範に、

従い、グローバル又は地域的なシステムを主要国が管理すること」と定義している。こ9

れは、いわば上に述べた「集団安全保障」と「協調的（協力的）安全保障」の中間的な

形態であるといえる。このシステムは、第一に、各国が互いに相手国又は国家連合を脅

威と見なさないこと、第二に、各国が主権及び国益に関して現状を維持することを受け

入れること、第三に、他国を武力攻撃したり、武力攻撃された国を支援する取決めを結

ばないことという３条件が満たされる場合に成立するとされる。このシステムでは、紛

争・危機に対して集団安全保障措置を採ることを合意するものの、一方で武器の使用や

他の国に対して安全を保障することが許されるものである。

（２）東アジアにおける安全保障システム

(a)紛争・危機対応型のシステム

東アジアにおける紛争・危機対応型のシステムとしては、集団的自衛権に基づく米国

との二国間同盟が種々存在しているが、集団安全保障体制は構築されていない。

(b)紛争・危機予防型のシステム

紛争・危機予防型のシステムとしては、東アジアには米国と中国、中国とロシア等の

間の と がある。ＡＲＦは、戦略的パートナーシップ 協調的（協力的）安全保障システム

第一に、脅威がシステムの中に存在すること、第二に、安全保障上の脅威や紛争に軍事

力で対処するものではなく、あくまでその未然防止を目的とするものである点から、協
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調的（協力的）安全保障システムの一つであるとする見方がある 。これに対し、地域的10

な協調的安全保障ができるためには、域内において安全保障面で相互依存関係にあるこ

とが前提となることから、ＡＲＦは協調的安全保障システムではないとの指摘もなされ

ている 。11

確かに、ＡＲＦは加盟国の相互理解と信頼関係の増進のために政治・安全保障対話を

促進することを主な目的としているため、互いの軍事力の相互規制等の措置を通じて不

透明性を最小限にするとともに、そのルールが守られているかどうかを監視するＯＳＣ

Ｅとは異なっている。ＡＲＦの構造と機能については次節で詳しく述べるが、結論から

言えば、ＡＲＦは現時点では協調的（協力的）安全保障システムになっているとまでは

言い切れず、現在、そのシステムに至る過程にあるといえよう。

アジア太平このほか、ＡＲＦに類似するものとして、トラック２（民間セクター）の

や （ ）もある。洋安保協力会議（ＣＳＣＡＰ） 北東アジア協力ダイアローグ ＮＥＡＣＤ

東アジアの特徴は、こうしたトラック２での協議がトラック１（政府間）に先行してい

る点である。

なお、ある専門家が指摘するように、今日の東アジアでは特に大国間で協調の必要性

があまり認識されておらず 「協調」の成立していた19世紀の欧州とは本質的に異なって、

おり、いまだに「協調」は見られないと考えられる 。12

（３）米国との二国間同盟とＡＲＦとの関係

米国との二国間同盟とＡＲＦとの関係については、両者の機能の違いから見て、ＡＲ

Ｆが二国間同盟を するとは考えられない。それでは、ＡＲＦは二国間同盟を す代替 補完

るものであろうか。ＡＲＦ参加国の中には、二国間同盟とＡＲＦとは補完関係にあるこ

とを明確に述べている国もある 。表２で見たように、両者の機能は本質的に異なってい13

る。仮に二国間同盟が紛争・危機対処機能のみならず紛争・危機の予防さらには地域安

定化の機能を有するものであれば、ＡＲＦは二国間同盟を補完するといえよう。二国間

、 。同盟 とりわけ日米同盟には抑止機能のほかに地域安定化機能があるとする意見もある14

しかしながら、一般的には二国間同盟の機能がそこまで拡大しているとは認識されてい

ない。したがって、両者が補完し合うと考えるのは必ずしも適当ではないであろう。あ

る専門家は、二国間同盟とＡＲＦとには相互作用が見られるとしても、補完という言葉

で表現できる直接的な相関関係はなく、両者は代替も補完もせず、時に重なり合う場面

で、求められる安全保障上の役割をそれぞれが果たしている、と指摘している 。15

16４．ＡＲＦの創設と発展
（１）ＡＲＦの概要と特色

(a)概要

ＡＲＦは、アジア太平洋全域における多国間安全保障対話・協力機構として、紛争・

危機の予防とその平和的解決のため、各国間の安全保障対話と協力を組織し、促進させ

る方法を採っている。
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現在、ＡＳＥＡＮ10 か国のほか、日本、米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、韓

国、北朝鮮、中国、ロシア、パプアニューギニア、インド、モンゴル、パキスタン、東

、 、 （ ）。ティモール バングラデシュ スリランカの26か国及びＥＵが参加している 図１参照

（図１）

（出典）外務省ホームページを一部修正

SeniorＡＲＦでは、毎年、外相級の の他に、 （ＳＯＭ：閣僚会合 高級事務レベル会合

信頼醸成措置及び予防外交に関するインターセッショナル支援グルOfficials Meeting）や
on / Inter-Sessional Support Group Meeting on Confidenceープ（ＩＳＧ ＣＢＭＰＤ：

）が開催されている。このような場で、外務当Building Measures and Preventive Diplomacy
ＡＲＦ防局者と合同で行われる全体会合とは別に、2002年以降、閣僚会合に先立って、

などを開催することが定例化しており、防衛省からも関係者が積極的に参衛当局者会合

加して各国の防衛当局者との間で率直な意見交換を行うなど、防衛当局者のＡＲＦ への

関与は着実に進展している。

このほか、 も開催されている。本会議は、ＡＲＦメンバーＡＲＦ国防大学校長等会議

国・地域の国防大学及びそれに準ずる機関の長・研究部長クラスが、各学校間の研究・

教育交流の在り方や安全保障問題について意見を交換し、域内の信頼醸成に貢献するこ

。 、とを目的とするものである 1997年に第１回会議がフィリピンにおいて開催されて以来

毎年開催国を変えて行われており、本年10月にオーストラリアで第11回の会議が開催さ

れる予定である。

以上を図に示せば、図２のとおりであるが、他の多国間協力機構と異なり、ＡＲＦの

制度的枠組みは緩やかである。

 アジア太 平 洋 地 域 に お け る国 際 的 枠 組 み  

AR F（A SEAN 地 域 フォー ラム ）（26 カ国 ＋ EU）

ASEAN ・PM C （AS EAN 拡 大外相 会議 ） 

EA S （東 ア ジア首 脳 会議 ） 

A SEAN +3  

A S EAN （東 南 アジア諸 国連合 ） 
ブル ネ イ  イ ン ドネ シ ア  マ レー シ ア  タイ

フ ィリピ ン  シ ン ガポー ル  ベ トナ ム  

ラオ ス  カ ン ボ ジ ア (95 年 ) ミ ャ ン マー (96 年 ) 

日 本    韓 国    中 国  

豪 州    ニ ュー ジー ラン ド  

米 国    カ ナ ダ    ロ シ ア  

パ プアニ ュー ギ ニ ア  

イ ン ド (96 年 ) 

EU  

モ ン ゴ ル (98 年 ) 北 朝 鮮 (00 年 ) パ キ ス タン (04 年 )
 東 テ ィモー ル (05 年 ) バ ン グ ラデ ィッシ ュ (06 年 ) 
 ス リラン カ (07 年 ) 

   ペ ル ー    メキ シ コ        チ リ  

 中 国 香 港       チ ャ イニ ー ズ ・タイペ イ  

南 太 平 洋 フォー ラム (◆ )  A S EA N 事 務 局 (◆ ) 
(◆ )は オ ブザ ーバ ー として参 加  

A P EC (ア ジ ア太 平 洋 経済 協力 ) 

(  )内 は 参 加 年 、記 載 の ない国 は 94 年 の 発 足 メンバ ー  
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（図２）

（出典）外務省ホームページ

(b)特色

ＡＲＦには、他の多国間枠組み・機構には見られないいくつかの特色がある。

第１の特色は、参加国がバラエティに富むことである。ＡＳＥＡＮ諸国のほかに、北

東アジア、オセアニア、北アメリカ、南アジアなどの国や機関も参加しているだけでな

く、各国の間の国力、すなわち軍事力及び経済力に著しい格差があることである。

第２の特色は、コンセンサスに基づく会議運営がなされていることである。

第３の特色は、会議の議長職を含め会議運営においてイニシアティブをとっているの

は、創設時から一貫してＡＳＥＡＮ諸国であり、米国などの大国ではないことである。

第４の特色は、ＡＲＦでは などと同様、参加国をアジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）

法的に拘束するような決定方式は採られていないことである。

第５の特色は、一年を通じて様々な公式・非公式の会合が頻繁に開催されていること

である。

第６の特色は、各国のコンセンサスの下で信頼醸成、予防外交、紛争の平和的解決の

三段階を漸進的に進めていることである。

以上の特色により、ＡＲＦは組織体としてはプリミティブであるとの批判もあるもの

の、協調的安全保障システムの中でもユニークなものとなっている。

（２）ＡＲＦ創設の経緯

冷戦終えん後、アジア太平洋においても、ＯＳＣＥが欧州の安全保障の上で果たした

役割に注目が集まり、様々なアイデアが出された。ところが、1990年、オーストリアの

ガレス・エヴァンズ外相及びカナダのジョー・クラーク外相がそれぞれＯＳＣＥのアジ

ア版とも言うべき機関の創設を提唱したとき、米国を始め大国の反応は冷ややかであっ

Ａ Ｒ Ｆ プ ロ セ ス 

ＡＲＦ閣僚会合 

ＡＲＦ・ＳＯＭ（高級事務レベル会合） 
 (Senior Officials Meeting) 

ＡＲＦ・ＩＳＭ 
(Inter-Sessional Meeting) 

ＡＲＦ・ＩＳＭ会合
(Inter-sessional Support Group)

各種セミナー 

検討を指示 

・ＡＳＥＡＮ外相会合等にあわせて毎年夏に開催 

 （議長はＡＳＥＡＮ議長国外相） 

検
討
結
果
等
を
提
言 

検
討
結
果
等
を

提
言 

検
討
結
果
等
を
提
言 

・具体的な活動について協議する 
 事務レベル（局長級）会合 
・閣僚会合の準備を行うために 
 毎年春に開催 

・具体的分野（テロ対策、災害救助等） 
について協議する政府間会合 

・具体的な活動について協議する事務 
 レベル（課長級）会合 
・毎年夏に行われる閣僚会合の間の 
 年度において秋と春の年 2回開催 
 される。 

・専門家レベルでの会合 
 （政府・民間レベル） 
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北太平洋協調た。トラック１での地域的安全保障協議が進まない中、トラック２による

などによる安全保障対話が進められた。的安全保障対話（ＮＰＣＳＤ）

91年以降、日本がトラック１での多国間安全保障対話に向けて関係各国に働きかけを

したことが功を奏して、ＡＳＥＡＮの場においても地域の安全保障フォーラムの創設に

ついて検討が重ねられた。こうして、93年７月のＡＳＥＡＮ外相会議及びＡＳＥＡＮ拡

大外相会議において、同会議のメンバーに中国、ロシア、ベトナム、ラオス、パプア・

ニューギニアの５か国を加えた国々で、翌94年からＡＳＥＡＮ地域フォーラムを開くこ

とが合意された。

このように、域内の大国を含む安全保障フォーラムの創設がＡＲＦという形で結実し

、 、 。たのは 第一に 90年代に入って米国の多国間枠組みへの態度が変化したことが大きい17

冷戦時代及びブッシュ（父）政権時代まで米国は、ＡＰＥＣを除き、東アジアの多国間

枠組みには無関心であった。93年１月に発足したクリントン政権は、同盟関係の維持に

対して危機感を持ち、同盟を新たに安全保障環境に適合させるべく安保再定義に腐心し

たが、一方で多国間協力にも関心を示した。それが最初に文書の中で示されたのが、95

年２月の においてであっ『東アジア・太平洋地域における米国の戦略』と題する報告書

た 。同報告において、地域安全保障の枠組みは米国の二国間同盟と軍事プレゼンスを補18

完するものであるとして、地域安全保障協議体としてのＡＲＦの重要性を認めた。さら

に３年後の98年11月、同名の報告において、米国は南シナ海といった地域問題の見解を

交換するための重要な手段であり、多国間理解と信頼を促進させ、潜在的な予防外交と

紛争解決にとってＡＲＦが重要であることを表明し、多国間枠組みへの考え方を明確に

変えるに至った 。19

また、中国も米国からやや遅れて､96年から多国間外交に力を入れ始めた 。その背景20

には、日米両国による同盟強化の動きと台湾の積極的な外交姿勢があった。その結果､中

国はＡＲＦ創設当初は多国間対話に消極的であったものが、96年には一転して積極的に

多国間の安全保障対話に取り組み始めたのである。こうした中国の外交姿勢の変化もＡ

ＲＦプロセスを後押しする要因の一つとなったといえよう。

（３）創設後の発展

第１回年次会94年７月、アジア太平洋の18か国の外相参加の下、バンコクで開かれた

合 緊張緩和、警戒感の低下、対話の習で出された議長声明は、ＡＲＦの意義について、

であると述べている。こ慣の醸成を通じ、地域の安全保障に寄与するための有益な装置

の第１回会合は短時間であったが、ＡＳＥＡＮ加盟国の首都にＡＳＥＡＮ諸国に加え、

地域の大国の外相クラスが一堂に会し、地域の安全保障問題について討議したことは極

めて画期的であった。

翌95年８月の では、各参加者から地域の安全を高めるための具体的な第２回年次会合

手段について多くの提案がなされたほか、フランスと中国が核実験を強行したことにか

んがみ、アジア太平洋の核問題が取り上げられた。会議では、目的、会議の運営方法、

コ加盟国資格、加入条件、組織、採択された提案の実施方法、活動方法などを明記した
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が採択されるなど、早くもＡＲＦの大枠が決められた。中でも、活ンセプト・ペーパー

動方法を（１） （２） （３） の３信頼醸成措置 予防外交 紛争解決のためのアプローチ、 、

段階で漸進的に進めることが決定された。また、具体的な信頼醸成措置として、政治・

安全保障協力に関する対話と協調の強化、国防に関する報告書の提出、防衛当局者間の

交流の推進、国連の通常兵器取引登録制度への参加なども合意されるなど、域内諸国の

信頼関係の構築のための成果が上げられた。

翌96年７月の では、新規加盟国の参加基準が採択され、ミャンマーと第３回年次会合

インドの新規加盟が承認された。この結果、ＡＲＦはさらに守備範囲を南アジアにまで

拡大することになった。また、初めて議題設定等において議長のリーダーシップが発揮

された。

翌年７月の では、ＡＲＦプロセスの将来の方向性として、信頼醸成措第４回年次会合

置と予防外交を重複して進めていくべきことが確認され、重複部分につき次期ＩＳＧに

対し検討を要請した。

ＩＳＧはこの要請を受けて検討を重ね、98年 「ＡＲＦ議長の役割、特に調停役として、

の役割の強化 「ＡＲＦ参加国内での専門家、著名人の登録の充実 「年間安保概観 、」、 」、 」

「地域安全保障問題に関する自発的な背景説明」の４つを重複部分として扱うことを提

言した。

同年の は、97年後半からアジア全域に広がった金融危機と、会議の直第５回年次会合

。 、前に強行されたインドとパキスタンの相次ぐ核実験を反映したものであった 会議では

両国の核実験を非難するパラグラフが議長声明の中に盛り込まれた。また、ＩＳＧから

の提言を受けて、 について議論を開始することが合意さ信頼醸成と予防外交の重複部分

れた。

99年７月の では、北朝鮮のミサイル再発射への懸念や中台の緊張など第６回年次会合

アジアの安全保障問題が大きな焦点となり、議長声明の中に朝鮮半島問題で踏み込んだ

表現が盛り込まれた。また、ＡＲＦの機能と活動の基本方針、すなわち信頼醸成、予防

、 、 。外交 紛争解決のうち 既に第二段階の にあるとの認識が示された予防外交への移行期

2000年７月の では、北朝鮮が新たに参加し、朝鮮半島情勢についても第７回年次会合

率直な意見交換が行われたほか、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散、ミサイル防衛

システムの影響についても議論が行われた。

2001年７月の では、朝鮮半島情勢、インドネシア・東チモール情勢等第８回年次会合

予防外交地域の安全保障情勢について意見交換が行われた。また、予防外交について、

の３つのペーパーを採の概念と原則、ＡＲＦ議長の役割の強化、専門家・賢人登録制度

択し、ＡＲＦにおける取組の基本的考え方を提示した。

2002年７月の では、テロ対策に継続して取り組むことが確認されると第９回年次会合

ともに、テロ対策に関するＩＳＭの設置が承認された。また、ＡＲＦの将来に関して、

９つの提言が採択された。

2003年８月の では 「海賊行為及び海上保安への脅威に対する協力に関第10回年次会合 、

する声明 「国境管理に関するテロ対策協力声明」が採択された。また、ＡＲＦの将来」、
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に関して、議長の役割強化、国防当局者の関与の強化、有識者の活用など、ＡＲＦの活

動を強化するための方途をめぐる議論が行われた。中国から、高位の軍関係者及び政府

関係者による の開催提案がなされたが、同提案は、ＡＲＦへのＡＲＦ安全保障政策会議

国防当局者の関与を強化するものとして歓迎された。

2004年７月の では、テロ、大量破壊兵器の拡散問題等に対して協力し第11回年次会合

て取り組むことの重要性が確認され 「国際テロに対する輸送の安全強化に関するＡＲＦ、

声明」及びＡＲＦにおいて不拡散に焦点を当てた初の声明として「不拡散に関するＡＲ

Ｆ声明」が採択された。

2005年７月の では、スマトラ沖地震及びインド洋津波により被害を受第12回年次会合

けたすべての人々に対し弔意、結束、支援を表明するとともに、ＡＲＦにおいて災害救

援に関する会期間会合の再開を決定した。また、朝鮮半島の情勢について、六者会合の

再開を歓迎し、朝鮮半島の非核化に向けて相互信頼と共通のアプローチを推進するため

の対話により、平和的解決を採択することの重要性が強調された。また、ミャンマー情

勢について、同国の民主化プロセスの進ちょく度合いに懸念が表明された。

2006年７月の では、朝鮮半島情勢について、2005年９月の共同声明の第13回年次会合

遵守と実施の重要性について強調し、前提条件なく六者会合の再開を求めた。北朝鮮の

ミサイル発射実験に懸念を表明し、安保理決議1695の全会一致の採択に留意し、北朝鮮

にミサイル実験に関するモラトリアムに復帰するように促した。また、イスラエル・レ

バノン情勢について、中東における状況の悪化及び沈静化しない暴力、特に武力の行使

に対して重大な懸念が表明された。

、 、 、 、2007年８月の では 朝鮮半島情勢 ミャンマー情勢 東チモール情勢第14回年次会合

中東情勢、海上の安全保障、テロ、災害救援などが議論された。北朝鮮の核問題につい

て、総じて六者会合のプロセスを促進させていく必要性が強調された。また、ＡＲＦ議

長国の役割を支援するために、 の付託事項が採択された。このほか、議長フレンズ制度

国連安保理決議1540の各国の国内実施支援に関する声明及び異文明間の対話の促進に関

する声明が採択された。

（４）北東アジアの安全保障とＡＲＦ

北東アジアには、日本、中国、韓国、ロシア、台湾など比較的大きな軍事力と経済力

を有する国・地域が集まっている。また、そこには分断国家の存在、中台海峡の緊張、

領土問題など様々な不安定要因が存在している。さらに、この地域には歴史認識の相違

に起因する諸問題なども横たわっており、各国間の関係も良好であるとは言えず、地域

としての一体感は生まれていない。こうしたことのため、一般国民の政権に対する様々

な不平や不満が近隣諸国への外交などへの批判に容易に転化されやすい。

こうした状況から、北東アジアには政治・経済及び安全保障分野のいずれにおいても

政府間協力のメカニズムやシステムは存在していない。地域各国の安全保障政策も大部

分が自律的でかつ勢力均衡論的な考え方に依拠しており、地域の安全保障において米国

との二国間同盟網の果たす役割は小さくない。現在、北東アジアには朝鮮半島の非核化
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などを協議する はあるものの、近い将来それがＮＡＴＯやＯＳＣＥに類似する六者会合

北東アジアの安全保障機構へと発展する見込みは低いと思われる。

ＡＲＦは東南アジア諸国から成るＡＳＥＡＮによって創設されたものであるが、設立

当初から、東アジア全体の安全保障を考える上において朝鮮半島問題を始めとする北東

アジアの安全保障問題が重要であるとの認識が北東アジア諸国はもちろん、ＡＳＥＡＮ

諸国によってもたれていた。その背景には、中国の軍事力の著しい増強と東南アジアに

おける中国の影響力の増大があったと言われている 。こうして、これまでＡＲＦの閣僚21

会合では北東アジアの安全保障問題に取り組んできており、特に近年においてはそれが

重要な議題の一つとなっている 。六者会合に加えて、ＡＲＦにおいても北東アジアの安22

全保障問題が取り上げられていることは、北朝鮮を地域の安全保障に関与させる意味で

も意義があるといえよう。

５．むすびに代えて－ＡＲＦの意義と課題－
ＡＲＦは、創設後、関係各国間の信頼醸成のために緩やかであるが着実に成果を上げ

てきた。しかし、信頼醸成の次の段階である と については、予防外交 紛争の平和的解決

ＡＲＦ議長国の役割など信頼醸成にかかわる分野以外では、目に見える成果が上がって

いるとは言い難い。したがって、既にシンクタンク等からも指摘されているように、今

後ＡＲＦは国境を越えた犯罪、テロ防止、海上の安全、人身売買、麻薬、救難、災害復

興支援、感染症予防など具体的な分野において協力を進めるため、各国の専門家を集め

て共同研究などに取り組む必要があろう 。23

また、ＡＳＥＡＮ諸国以外のＡＲＦ参加国からは、ＡＳＥＡＮウェイに基づく会議運

営が非効率的である、討議が総花的で実質的な安保協力からは程遠いといった不満が出

されているが、ＡＳＥＡＮ側からすれば、それらはないものねだりである、との指摘が

なされている 。本フォーラムがＡＳＥＡＮの枠内で行われている限り、ＡＳＥＡＮ流の24

会議運営が行われるのはやむを得ないと思われる。しかしながら、今後は議長の権限の

明確化や加盟各国の指示を受けずに、中立的な立場で関係業務を行う常設事務局の設置

なども検討されるべきであろう。さらに、今後はＡＳＥＡＮの枠内での会議という位置

付けから一歩抜け出して、ＡＰＥＣや東アジア首脳会議ともタイアップして、閣僚レベ

ルだけでなく、首脳レベルの会合を行うことも検討されるべきであろう。

さて、今後のＡＲＦの発展にとって欠かせないことの一つが、 で米国の積極的な参加

あろう。90年代、米国のクリントン政権は成長著しい東アジアとの関係を重視し、多国

間安全保障の枠組みとしてのＡＲＦの機能には懐疑的ではあったものの、欠かさず参加

し、各国との安全保障対話を行ってきた。ところが、現在のブッシュ政権は、明確にＡ

ＲＦが米国の安全保障に不可欠のものであるとは認識していないように見受けられる 。25

現にライス国務長官は２回ＡＲＦ閣僚会議への参加を見送った。前述のように、米政権

が中東問題で余裕がないこともその理由であろうが、東アジアの安全保障にとって不可

欠な米国が東アジア諸国との対話に参加しないことは、地域の安定にとっても利益とは

ならないであろう。事実、米国内では、同国のＡＲＦ不参加により、米国の東アジアの
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安全保障へのコミットメントが低下するとして、ＡＲＦへの積極的な参加を求める意見

も出されている 。ＡＲＦへの米国の積極的な参加と東アジアの安全保障に対する同国の26
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保障にかかわる閣僚が定期的に会い、率直に意見を述べ合うことにより、相互の信頼関

係を育成するだけでなく、安全保障問題に関し、協力的・友好的な関係をもはぐくむこ

とが可能になっている 。ＡＲＦが今後着実に予防外交及び紛争の解決へと発展していく30
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重の度合いを減らすことができるだけでなく、欧州などと同様に、東アジアにおいても

へと前進することが可能になろう 。こうしたことから、ＡＲ層的な安全保障体制の構築 31

Ｆのさらなる発展に期待したい。
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